
 

 

令　和　７　年　度 

第３回江別市国民健康保険運営協議会 

 

 

日　　時　　令和８年１月２１日（水）　 

午後６時３０分～　　　　 

場　　所　　市民会館３７号室　　　　 

 

 

≪　会　　議　　次　　第　≫ 

 

 

１　開　　　　　会 

２　報　告　事　項 

（１）令和８年度国民健康保険事業費納付金確定額について 

（２）令和８年度江別市国民健康保険特別会計予算（案）について 

（３）令和８年度税制改正大綱等に係る国民健康保険税の課税限度額について 

３　協　議　事　項 

（１）江別市国民健康保険税の課税限度額について 

（２）江別市国民健康保険税の税額について 

４　そ　　の　　他 

５　閉　　　　　会 
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３　政令における国民健康保険税課税限度額の推移

■　報告事項（３）

令和８年度税制改正大綱等に係る国民健康保険税の課税限度額について

１　令和８年度税制改正大綱

　※令和８年度は、「令和８年度税制改正大綱」及び「国民健康保険法施行令及び国民健康保険
　　の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令」の内容を反映

　令和７年１２月２６日付で閣議決定した内容

２　国からの通知等

　令和７年１２月２６日付　厚生労働省　通知

　令和８年度税制改正大綱【抜粋】

　国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとする。

　①基礎課税額に係る課税限度額を６７万円（現行：６６万円）に引き上げる。

　②子ども・子育て支援納付金課税額に係る課税限度額について、令和８年度予算措置を前提に、
　所要の措置を講ずる。

　都道府県及び市町村における令和８年度国民健康保険特別会計予算編成に当たっての
　留意事項について【抜粋】

　別紙第１の１

　　国民健康保険料（税）の基礎賦課（課税）額に係る賦課（課税）限度額については、現行

　　の66万円から67万円に1万円引き上げ、後期高齢者支援金等賦課（課税）額に係る賦課（課

　　税）限度額については、現行の26万円、介護納付金賦課（課税）額に係る賦課（課税）限

　　度額は現行の17万円で据え置きとし、令和８年度から施行される子ども・子育て支援納付

　　金賦課（課税）額に係る賦課（課税）限度額を３万円とする。

医療分 後期高齢分 介護分 子ども分 計

令和３年度 63万円 19万円 17万円 99万円

令和４年度 65万円 20万円 ↓ 102万円

令和５年度 ↓ 22万円 ↓ 104万円

令和６年度 ↓ 24万円 ↓ 106万円

令和７年度 66万円 26万円 ↓ 109万円

令和８年度 67万円 ↓ ↓ 3万円 113万円

国（法定課税限度額）

年　度
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■　協議事項（１）　江別市国民健康保険税の課税限度額について

 
 

令和８年１月　　日　 
 

江別市長　後　藤　好　人　様 
 
 

江別市国民健康保険運営協議会　 
会　長　　齋　藤　嘉　孝　　　 

 
 

答　　　申　　　書 

 
　令和７年１２月１６日付け７国年第１９７－１号で諮問のあった江別市国民

健康保険税の課税限度額について、下記のとおり答申します。 
 

記 
 
１　国民健康保険税の課税限度額 
　　令和８年度から子ども・子育て支援金制度が開始されることに伴い、国民

健康保険税を適正に課税するため、地方税法施行令に基づいた課税限度額の

設定が必須である。 
併せて、江別市ではこれまで、従来の課税区分の課税限度額について政令施

行の翌年度に改定してきたが、子ども・子育て支援金課税額の課税限度額と年

度のずれが生じること、また、令和１２年度には、全道統一保険料となり、課

税限度額も統一する必要があることから、この機会に改正政令の施行に遅滞な

く課税限度額を設定することが望ましいと考える。 
以上のことから、改正政令に基づき、子ども・子育て支援納付金課税額の課

税限度額を３万円とし、基礎課税額の課税限度額を６５万円から６７万円に、

後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を２４万円から２６万円に改定する

ことが必要であると考える。 
　　 
２　適用時期　　 

令和８年度分の国民健康保険税から適用することが適当と考える。 
 
た、上記にかかる江別市国民健康保険税条例の一部改正の手続きについては、

円滑に進められるようお願いしたい。

（案）
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険
税
比

較
（

年
額

）

・
全
体
で
前
年
比
平
均
約
▲
４
.５

％
。

・
所
得
割
が
な
い
世
帯
（
所
得
０
～
４
３
万
円
）
で
は
、

増
額
。

※
全
て
の
加
入
者
が

１
８

歳
以

上
と

設
定

。

7



給
与
所
得

４
３
６
万
円
（
給
与
収
入
６
０
０
万
円
）

介
護
分
加
算

１
人

例
１

４
０
～
６
４
歳

単
身

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
お
け
る
国
保
税
（
年
額
）
の
新
旧
比
較

医
療
分

後
期
分

介
護
分

子
ど
も
分

31
5,
57
9
円

3
9
3
万
円
（
※
）
×
8
.0
3
％

8
6
,
8
5
3円

3
9
3
万
円
（
※
）
×
2
.2
1
％

6
9
,
9
5
4円

3
9
3
万
円
（
※
）
×
1
.7
8
％

1
1
,
3
9
7円

3
9
3
万
円
（
※
）
×
0
.2
9
％

26
,9
00
円

2
6
,9
00
円
×
1
人

7
,
4
0
0円

7
,
40
0
円
×
1
人

6
,
9
0
0円

6
,
90
0
円
×
1
人

1
,
0
0
0円

1
,
00
0
円
×
1
人

18
才
以
上

均
等
割

1
0
0円

1
0
0
円
×
1
人

26
,5
00
円

2
6
,5
00
円
×
1
世
帯

7
,
3
0
0円

7
,
30
0
円
×
1
世
帯

4
,
7
0
0円

4,
70
0円

×
1
世
帯

1
,
0
0
0円

1
,
0
0
0円

×
1
世
帯

36
8,
90
0
円

1
0
1
,
5
0
0円

8
1
,
5
0
0円

1
3
,
4
0
0円

56
5,
30
0円

区
分

医
療
分

後
期
分

介
護
分

所
得
割

34
1,
51
7
円

3
9
3
万
円
（
※
）
×
8
.6
9
％

10
6,
89
6円

3
9
3
万
円
（
※
）
×
2
.7
2
％

80
,9
58
円

3
9
3
万
円
（
※
）
×
2
.0
6
％

均
等
割

27
,1
00
円

2
7
,1
00
円
×
1
人

7,
60
0円

7
,
60
0
円
×
1
人

7,
50
0
円

7
,
50
0
円
×
1
人

平
等
割

26
,8
00
円

2
6
,8
00
円
×
1
世
帯

7,
50
0円

7
,
50
0
円
×
1
世
帯

4,
00
0
円

4
,
00
0
円
×
1
世
帯

小
計

（
百
円
未
満

切
捨
て
）

39
5,
40
0
円

12
1,
90
0円

92
,4
00
円

合
計

（
年
税
額
）

6
09
,7
00
円

（
※
）
４
３
６
万
円
（
所
得
）
ー
４
３
万
円
（
基
礎
控
除
）
＝
３
９
３
万
円



夫
：
所
得

１
０
０
万
円
（
年
金
収
入

２
１
０
万
円
）

※
５
割
軽
減

妻
：
所
得

０
円

介
護
分
加
算

な
し

例
２

７
０
代
夫
婦

区
分

医
療
分

後
期
分

介
護
分

所
得
割

49
,5
33
円

5
7
万
円
（
※
）
×
8.
69
％

15
,5
04
円

5
7
万
円
（
※
）
×
2.
72
％

加
算
な
し

均
等
割

(
5
割
軽
減
)

2
7,
10
0
円

2
7
,1
00
円
×
2
人
×
0
.5

7
,6
00
円

7
,
60
0
円
×
2
人
×
0.
5

平
等
割

(
5
割
軽
減
)

1
3,
40
0
円

2
6
,8
00
円
×
1
世
帯
×
0
.5

3,
75
0
円

7
,
50
0
円
×
1
世
帯
×
0.
5

小
計

（
百
円
未
満

切
捨
て
）

9
0
,0
00
円

26
,8
00
円

合
計

（
年
税
額
）

1
16
,8
00
円

（
※
）
１
０
０
万
円
（
所
得
）
ー
４
３
万
円
（
基
礎
控
除
）
＝
５
７
万
円

医
療
分

後
期
分

介
護
分

子
ど
も
分

4
5
,7
71
円

5
7
万
円
（
※
）
×
8.
03
％

12
,5
97
円

5
7
万
円
（
※
）
×
2.
21
％

加
算
な
し

1
,6
53
円

5
7
万
円
（
※
）
×
0.
29
％

26
,9
00
円

2
6
,9
00
円
×
2
人
×
0
.5

7
,4
00
円

7
,
40
0
円
×
2
人
×
0.
5

1
,
00
0
円

1
,
00
0
円
×
2
人
×
0.
5

1
8
才
以
上

均
等
割

1
0
0
円

1
0
0
円
×
2
人
×
0.
5

13
,2
50
円

2
6
,5
00
円
×
1
世
帯
×
0
.5

3
,
65
0
円

7
,
30
0
円
×
1
世
帯
×
0.
5

5
00
円

1,
00
0円

×
1
世
帯
×
0
.5

8
5,
90
0
円

23
,6
00
円

3
,2
00
円

11
2,
70
0
円



夫
：
所
得

２
０
０
万
円
（
給
与
収
入

２
９
７
万
円
）

※
２
割
軽
減

妻
・
子
：
所
得

０
円

介
護
分
加
算

２
人

例
３

４
０
代
夫
婦
、
１
０
代
の
子
１
人
（
１
２
歳
）

区
分

医
療
分

後
期
分

介
護
分

所
得
割

1
36
,4
33
円

1
5
7
万
円
（
※
）
×
8
.6
9
％

4
2,
70
4
円

1
5
7
万
円
（
※
）
×
2
.7
2
％

3
2,
34
2
円

1
5
7
万
円
（
※
）
×
2
.0
6
％

均
等
割

(
2
割
軽
減
）

65
,0
40
円

2
7
,1
00
円
×
3
人
×
0
.8

1
8
,2
40
円

7
,
60
0
円
×
3
人
×
0.
8

12
,0
00
円

7
,
50
0
円
×
2
人
×
0.
8

平
等
割

(
2
割
軽
減
）

2
1
,4
40
円

2
6
,8
00
円
×
1
世
帯
×
0
.8

6,
00
0
円

7
,
50
0
円
×
1
世
帯
×
0.
8

3,
20
0
円

4
,
00
0
円
×
1
世
帯
×
0.
8

小
計

（
百
円
未
満

切
捨
て
）

2
22
,9
00
円

6
6,
90
0
円

4
7,
50
0
円

合
計

（
年
税
額
）

33
7,
30
0円

（
※
）
２
０
０
万
円
（
所
得
）
ー
４
３
万
円
（
基
礎
控
除
）
＝
１
５
７
万
円

医
療
分

後
期
分

介
護
分

子
ど
も
分

1
26
,0
71
円

1
5
7
万
円
（
※
）
×
8
.0
3
％

3
4
.6
97
円

1
5
7
万
円
（
※
）
×
2
.2
1
％

27
,9
46
円

1
5
7
万
円
（
※
）
×
1
.7
8
％

4
,
55
3
円

1
5
7
万
円
（
※
）
×
0
.2
9
％

64
,5
60
円

2
6
,9
00
円
×
3
人
×
0
.8

1
7,
76
0
円

7
,
40
0
円
×
3
人
×
0.
8

1
1,
04
0
円

6
,
90
0
円
×
2
人
×
0.
8

1
,6
00
円

1
,
00
0
円
×
2
人
×
0.
8

18
才
以
上

均
等
割

1
6
0
円

1
0
0
円
×
2
人
×
0.
8

2
1
,2
00
円

2
6
,5
00
円
×
1
世
帯
×
0
.8

5,
84
0
円

7
,
30
0
円
×
1
世
帯
×
0.
8

3
,
7
60
円

4,
70
0円

×
1
世
帯
×
0
.8

8
0
0
円

1,
00
0円

×
1
世
帯
×
0
.8

2
11
,8
00
円

5
8,
20
0
円

42
,7
00
円

7
,1
00
円

31
9,
80
0円


